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鳴門市地域公共交通維持改善に向けた調査業務に係る公募型プロポーザル実施要領  

  

  

【日程】 

  参加表明書等の提出期間   令和８年５月１日（金）～ ５月１４日（木）午後５時必着 

質問の受付期間         令和８年５月１日（金）～ ５月１２日（火）正午まで 

質問への最終回答日      令和８年５月１３日（水） 

  提案資格確認結果の通知   令和８年５月１８日（月）まで 

  提案書等の提出期間      令和８年５月１９日（火）～ ６月３日（水）午後５時必着 

  提案書等の審査及び評価   令和８年６月上旬（予定） 

  審査結果の通知         プレゼンテーション終了後５開庁日以内 

 契約締結         令和８年６月中旬（予定） 

  

１ 業務の説明  

(1) 業務名  

鳴門市地域公共交通維持改善に向けた調査業務（以下「本業務」という。）  

(2) 業務目的  

本業務は、鳴門市における公共交通空白地域等の移動課題の解消に向け、最適な交通手

段の導入に向けた実践的な調査を行い、公共交通利用者及び事業者の実情を深く理解した

「新たな運行モデル」を設計するとともに、実証運行に向けた具体的な準備・伴走支援を

行うことを目的とする。 

(3) 業務内容  

鳴門市地域公共交通維持改善に向けた調査業務仕様書のとおり。 

(4) 履行期間     契約締結日から令和９年２月１５日  

(5) 見積限度額  

１１，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む）  

      ※ この金額は、契約予定価格を示すものではない。  

(6) 支払方法 

業務完了払いとする。 

(7) 担当部署 

担当課   鳴門市未来戦略局地域交通推進課 

担当者  坂野 

住 所   〒７７２－８５０１ 

鳴門市撫養町南浜字東浜１７０番地  

連絡先 電話  ０８８－６８４－１０１３ 

ＦＡＸ ０８８－６８４－１１９６ 

メール  chiikikotsu@city.naruto.i-tokushima.jp 
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２ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次の要件をすべて満たす者とする。  

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同令第１６７条 

の１１第１項において準用する場合も含む。）の規定に該当しないこと。 

(2) 次のア又はイに該当すること。 

ア 令和７年度鳴門市建設工事入札参加資格業者名簿又は令和７年度鳴門市測量・建設コ 

ンサルタント等業務入札参加資格業者名簿若しくは鳴門市物品等競争入札及び随意契約 

参加資格者名簿のいずれかに登載されている者。 

イ 上記アに該当しない者で、参加表明書の提出期限までに、別紙①に示す物品の購入等 

に係る競争入札及び随意契約参加資格審査申請に必要な書類を提出し、鳴門市が適当と 

認めた者。 

(3) 鳴門市物品業者等指名停止措置要綱（平成２２年４月１日制定）による指名停止期間中 

でないこと。 

(4) 鳴門市暴力団等排除措置要綱（平成２４年８月１日制定）に基づく排除措置を受けてい 

ないこと。 

(5) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから５年を経過しない 

  者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動、宗教活動、社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力 

  団等の反社会勢力に該当しないこと。 

(6) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再 

生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者 

であること。 

(7) 国税及び地方税に滞納がないこと。 

(8) 過去５年以内（令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで）に地方公共団体が発注 

した地域公共交通に関わるデータ分析、地域公共交通の再編、オンデマンド交通等の新た 

なモビリティサービス導入に関する支援業務等の同種又は類似する業務実績を有している 

こと。 

(9) 本業務において、総括責任者又は主担当者として業務実績のある人員を当該業務に従事 

させるとともに、本市との連絡調整や打ち合わせなどに、迅速かつ的確に対応すること。 

 

３ 参加表明書等の提出 

本プロポーザルに参加しようとする者は、次に定めるところにより参加表明書等を提出する

こと。なお、参加表明書提出後に参加を辞退する場合は、プロポーザル参加辞退届（様式４）

を提出すること。 

(1) 提出書類  

①プロポーザル参加表明書（様式１） 

②会社概要（様式２） 

③業務実績調書（様式３） 

※業務実績を証する書類（契約書、仕様書等）の写しを添付すること。 

④別紙①に記載の書類 

    ※令和７年度鳴門市建設工事入札参加資格業者名簿又は令和７年度鳴門市測量・建設 

コンサルタント等業務入札参加資格業者名簿若しくは鳴門市物品等競争入札及び随意 

契約参加資格者名簿のいずれかに登載されている者は不要。 
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(2) 提出期間 

令和８年５月１日（金）～５月１４日（木）午後５時必着 

(3) 提出方法 

本要領１(7)の担当部署へ持参又は郵送により提出すること。 

      持参の場合は、事前に電話連絡をすること。 

     郵送による場合は、事前に電話連絡の上、封筒に「鳴門市地域公共交通維持改善に向けた 

調査業務」と朱書きし、提出期間内に必着とする。 

提出に係る費用は、参加希望者の負担とする。 

(4) 提出部数 

１部 

(5) 参加資格の確認及び通知 

提出された参加表明書等は、本要領２の参加資格要件を満たしているか審査し、その 

結果を電子メールにて令和８年５月１８日（月）までに通知する。なお、本通知が令和８ 

年５月１９日（火）正午時点においても届かない場合は、必ず本要領１(7)の担当部署へ 

問い合わせをすること。 

 

４ 質問の受付及び回答 

本プロポーザルに関する質問は参加表明書、提案書等の作成及び提出に関する事項並びに本

業務実施に関する事項に限ることとし、評価及び審査に関する質問並びに提案内容に関する質

問は受け付けない。 

(1) 受付期間 

 令和８年５月１日（金）から ５月１２日（火）正午まで  

(2) 提出方法 

質問書（任意様式）に必要事項を記入し、電子メールにて本要領１(7)の担当部署に 

提出すること。また、質問書提出後は必ず電話にて受信確認を行うこと。 

なお、電子メール以外での質問書の受付は行わない。 

(3) 回答方法 

質問に対する回答は、令和８年５月１３日（水）までに全参加事業者に対して市公式ウ

ェブサイトにより行う。なお、電話及び口頭による個別の対応は行わない。 

なお、回答書に記載した内容は、本要領、仕様書等を補完するものと位置付ける。 

 

５ 提案書等の提出 

(1) 提出書類 

①提案書表紙（様式５） 

②提案書 

 ※様式、枚数、様式サイズ等は任意。 

③見積書（様式６）及び見積内訳書 

 ※見積内訳書は任意様式とし、人件費、事業費など、見積金額の積算内訳が分かるように 

記載すること。 

(2) 提出期間 

令和８年５月１９日（火）～ ６月３日（水）午後５時必着 
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(3) 提出方法 

本要領１(7)の担当部署へ持参又は郵送により提出すること。 

※郵送の場合は書留郵便とし、提出期限までに必着のこと。 

(4) 提出部数 

１０部（正本１部、副本９部） 

 

６ 審査及び選定 

受託候補者の選定は、提出された提案書等の内容に関するプレゼンテーション及びヒアリン

グ（以下「プレゼンテーション等」という。）による審査を踏まえ実施する。 

(1) プレゼンテーション等 

①実施日は令和８年６月上旬を予定しており、詳細については、後日通知する。 

②審査は、鳴門市地域公共交通維持改善調査業務委託事業者選定委員会（以下「委員会」と

いう。）において審査を行う。 

③プレゼンテーション等の所要時間は、１事業者につき４０分以内（提案説明３０分、質疑

１０分）とする。 

  ④プレゼンテーション等の出席者は３名以内とする。 

  ⑤必要な機材（パソコン等）は提案者が用意すること。 

    ※スクリーン・プロジェクターは本市で用意する。 

  ⑥プレゼンテーションの内容は、提出された提案書に基づく説明とし、追加の資料配布は認

めない。 

(2) 審査方法 

本プロポーザルの審査は、委員会において、別紙②に掲げる評価項目に従って行い、以

下に掲げるすべての条件を満たした者のうち、委員会委員の評点の総合計点が最も高い者

を受託候補者、次点の者を次点候補者として選定する。また、提案者が１者の場合であっ

ても、プレゼンテーション等及び審査を行い、以下に掲げる①の条件を満たした場合に

は、受託候補者として選定する。 

①見積金額の評価点を除く評価点が配点合計の６割以上である者 

②総合計点が同点数のときは、委員会委員が一番高く評点をつけた数により決定する。そ

れでも同数の場合は、委員会委員による多数決により決定する。 

(3) 審査項目 

別紙②「鳴門市地域公共交通維持改善に向けた調査業務プロポーザル評価基準表」のと

おり。 

(4) 選定結果の通知及び公表 

①選定結果は、受託候補者決定後、提案者全員に対し速やかに結果通知書により通知す

る。 

②選定結果は、選定結果通知後、鳴門市公式ウェブサイトにおいて次の事項を公表するも 

のとする。 

ア 業務名、審査会日時及び委員数 

イ 提案者数 

ウ 受託候補者の名称、住所及び代表者氏名 

エ 各提案者の評価項目ごとの評価得点及び合計点 
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７ 失格事項 

  次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

(1) 提出書類等の提出方法や提出期限等が本要領に適合しない場合 

(2) 提出書類の内容に虚偽の記載が認められた場合 

(3) 本要領１(5)に定める見積限度額を上回る金額で見積書を提出した場合 

(4) プロポーザルの実施途中において、本要領２に定める参加資格要件を満たさないことと 

なった場合 

(5) その他、審査結果に影響を及ぼす不正行為を行った場合 

 

８ 契約に関する基本事項 

契約は、受託候補者と市が業務内容等について協議を行い、合意に達した場合、締結する。

なお、協議が整わない場合は、次点候補者を受託候補者とみなし、契約締結に向けた協議を行

う。 

本業務の仕様については、本業務の目的達成のため、必要な範囲において受託者との協議に

より別紙仕様書の記載項目の変更等を行うことがある。また、これにより提案見積金額を超え

ない範囲で契約内容及び契約額等の調整を行うことがある。 

契約保証金は免除する。 

 

９ 留意事項 

(1) 本プロポーザル参加に要する一切の費用は、参加事業者の負担とする。 

(2) 提出された書類は、本プロポーザル以外の目的に使用しないものとする。 

(3) 提出されたすべての書類等は返却しないものとする。 

(4) 提出期限後の書類の追加・修正・差し替え・再提出は認めない。 

(5) 参加事業者から実施要領に基づき提出される書類の著作権は、作成者に帰属する。ただ 

し、採用した提案書等の著作権は、市に帰属する。採用・不採用に関わらず、市は本プロ 

ポーザルの報告、公表等のために必要な場合は、提出書類等の内容を無償で使用できる。 

 

１０  提出先・問い合わせ先 

本要領１(7)記載の担当部署 
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別紙① 

  

・経歴書（様式７） 

  

・印鑑証明書（写し可） 

  

・登記事項証明書（写し可） 

 

・貸借対照表・損益計算書（写し可）※申請日の直前２年の各事業年度に関するもの 

  

・納税証明書（提出日の直近１年分、写し可） 

ア 鳴門市内に本店を有する者  

鳴門市が発行する法人市民税・法人固定資産税（法人のみ）又は市民税・固定資産税

（個人のみ）についての納税証明書  

イ 鳴門市外に本店を有する者で鳴門市の支店・営業所等に、取引に係る権限を委任する者 

鳴門市が発行する法人市民税・法人固定資産税（法人のみ） 

※ 鳴門市の課税分だけで結構です。 

ウ 鳴門市外に本店を有する者で、鳴門市内に支店・営業所がない者 

本店所在地、あるいは委任先を設けた場合にあっては当該委任先についての法人市区町

村民税・法人の固定資産税（法人のみ）又は市区町村民税・固定資産税（個人のみ）につ

いての納税証明書 

  

・使用印鑑届（様式８）（原本）  

(1) 「届出者」欄  

営業の本拠となる本社、本店に関する事項を記入すること 

(2) 「使用印鑑」欄  

鳴門市と契約の締結、代金の請求及び受領その他の一切の商取引に使用する印鑑を押印す

ること ※社判（会社名のみ刻印されているもの）は不可 

  

・鳴門市暴力団等排除措置要綱に基づく誓約書  

  

・委任状（様式９） 

鳴門市と契約の締結等につき支店、営業所等に属するものを代理人に選任する場合にあって

は、資格の有効期間を通じての委任状を提出すること。 
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別紙② 

 

鳴門市地域公共交通維持改善に向けた調査業務プロポーザル評価基準表 

 

１ 評価項目、配点等 

評価項目 評価基準 配点 

①業務実績 

地域公共交通に関わるデータ分析、地域公共交通

の再編、オンデマンド交通等の新たなモビリティ

サービス導入に関する支援業務等の同種又は類似

する業務実績を有しているか。 

10 

②業務実施方針等 

本業務の目的、意図、内容を理解し、適切に実施

するために必要な知識・経験等を有する人員体制

であるか。 

10 

③提案内容の実現性 

本業務の目的達成に向けたプロセスを示し、適切

に遂行するための進行管理等について、具体的か

つ実現性が高く、確実な業務の遂行が見込まれる

か。 

10  

④本市の現状理解と 

業務実施の方向性 

本市の地域性を理解したうえで、的確に現状の把

握を分析し、交通空白地域等の解消につながる実

効性、実現性のある独自の提案がなされている

か。 

20 

⑤業務の持続可能性 

交通事業者等の関係者との調整能力・実績や事業

化に向けた具体的なプロセスに基づいた「持続可

能な仕組み」の提案がなされているか。 

20 

⑥調査・分析 

地域公共交通にかかわるデータの種類と集計・分

析方法のほか、独自に所有するデータの種類や活

用方法が具体的に提案されているか。 

10 

⑦プレゼンテーション

及びヒアリング 

十分でわかりやすい説明がなされたか。質問への

応答は適切であるか。 
10 

⑧見積金額 
見積金額は、提案内容との整合性がとれている

か。経費内訳が明らかになっているか。 
10 

合      計 100 
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２ 評価水準 

(1) 評価基準表の見積金額以外の評価項目については、次に示す６段階評価による得点化 

方式により得点を付与する。 

評価水準 
大変 

優れている 
優れている 普通 

やや 

劣っている 
劣っている 

１０点満点の項目 １０点 ８点 ６点 ４点 ２点 

２０点満点の項目 ２０点 １６点 １２点 ８点 ４点 

 

(2) 評価基準表の見積金額の評価項目に対する得点の付与方式は以下のとおり。 

  得点 ＝ 配点 × 最低業務提案見積金額 ÷ 本業務提案見積金額（小数点以下は四捨五入） 

 ※ 著しく妥当性を欠くもの（業務提案に係る委託料の見積上限額の６０％を下回る場合）

は、本項目を２点とする。 

(3) 参加者が１者であっても審査を実施し、見積金額の評価点を除く評価点が６割以上と 

なった場合には、受託候補者として選定する。 


